
課　　長

A-20 （改修前）１階 展開図
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A-03

A-04

A-05
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A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）

特記仕様書（３）

特記仕様書（４）

（改修後）階段室断面詳細図

配置図・付近見取図

仕上表

（改修後）平面図

（改修前）立面図

（改修後）立面図

天井伏図

（改修前）平面図

（改修前）矩計詳細図

（改修後）矩計詳細図

（改修前）階段室断面詳細図

階段平面詳細図

（改修前）地階 展開図

（改修後）地階 展開図

株式会社　橘建築事務所

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門　お茶園休憩所耐震改修他工事

建築工事 建築工事 電気工事

図面目録

E-01

E-02

E-03

電気工事仕様書

配置図（改修前・後）

１階電灯設備図（改修前・後）

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

Ｒ階 展開図

（改修後）１階 展開図

擬木手摺 参考図（１）

擬木手摺 参考図（２）

擬木手摺 参考図（３）

クラック・爆裂補修リスト（１）

クラック・爆裂補修リスト（２）

クラック・爆裂補修リスト（３）

SH-01

SH-02

SH-03

SH-04

SH-05

SH-06

SH-07

軸組図

補強詳細図

鉄筋コンクリート標準図（１）

鉄筋コンクリート標準図（２）

伏図

（既存）基礎・大梁・壁リスト

（既存）小梁･スラブリスト・雑配筋図

特記仕様書（５）・外部足場計画図

係　　長 課　　員 担　　当副　課　長 課長補佐 課長補佐



※完成年月日＝発注者側の工期の完成日　　竣工年月日＝施工者側の完成日

I. 工事概要

1.  工事名称

2.  工事場所

3.  敷地面積

4.  工事種目

5.  工事区分

6.  工　　期 工事完成年月日は令和    年    月    日とする.

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門　お茶園休憩所耐震改修他工事

章章 項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池

構造規模：ＲＣ造　地上１階　地下１階　　延床面積：231.36㎡

建築工事一式　電気工事一式

耐震改修工事　外壁改修工事　照明改修（ＬＥＤ化）工事　手摺改修工事

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
A－01徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

特記仕様書（１）
―

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

3.　安全衛生管理 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する

  こと. 

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.
名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. 

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気

  汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第1号), 建設副産物適正処理

  推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること. 

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材

　設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けて

　から工事着手すること.

　位置(平面・深さ)，規格，構造等を確認しなければならない．

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施

  さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 

受注者の負担でその都度補修又は補償すること. 　障がないよう

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，

ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支

◎受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

  む. ) 又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当

◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指

  該作業を指揮する者を定め, 監督員に報告しなければならない. 

  揮する者を定め, 指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を

  整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない.

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレー

　ンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなけ

　ればならない．

◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.

◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する

  とともに工事現場における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. 

  また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 

  交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安

  全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 

  特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と

  必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.
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II. 建築工事仕様書

1.　適用基準等

　よる.

◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は, すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修の下記に

◎本工事のうち電気工事及び管工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験

　を有したものを選定すること. 

　①公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. )

　②公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.)

　③公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)

　④公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)

◎設計図書の優先順位は，次の順とする. 

　(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)　

　(2) 補足説明書

　(3) 特記仕様書

　(4) 図面

　(5) 公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)等

項　　　目 特　記　事　項

　なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. 

  ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.

◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示 平成

　13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする. 

　現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程  に基づき指定された建設

　機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.

  ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.

◎本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号

  最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 

　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出

　ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, 

　あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着

◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年

　以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種

　の施工計画書に添付し提出すること. 

　することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと

　する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現

　とする.

　場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するもの

  ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に

    一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ).

  ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求が

　　あるときは，これを提示すること. 

◎交通誘導警備員

    の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 

  ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件交通誘導警備員

　　事の一部について下請負契約を締結する場合は，当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る

　　二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。

  ・受注者は，発注者が行う の実施に協力しなければならない．また，対象工交通誘導警備員勤務実績調査

  ・受注者は, を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)「交通誘導警備員勤務実績報告書」

    とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. 

　・警備員は, 延 10人(昼 10人, 夜 0人：うち検定合格警備員 0人)を見込んでいる. 

については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に 10日間配置すること. 

◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し

　

  て選定するように努めなければならない. なお, 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については，

　徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に, 県内業者を選定しない理由を記した理

  由書を事前に監督員に提出しなければならない. 

2.　工事関係図書

◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. 

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること．

◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 

  監督員に提出すること. 

◎受注者は，トラック(クレーン装置付)を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納

　忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなければならな

　い．なお，令和３年度末までは経過措置期間とするが，この期間においても接触事故防止機能付きの車両

　を使用するよう努めるものとする．

   　 ・ガラス

　　　　処理単価(税抜き)：0円/t

      　処分地の所在地：徳島市東沖洲1丁目12

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：旭金属　徳島市東沖洲1丁目12　☆優良認定業者

   　 ・金属(処分)

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：宮崎基礎建設(株)　鳴門市大麻町三俣字津久田61番地1　☆優良認定業者

　　　　処理単価(税抜き)：11,000円/t

      　処分地の所在地：鳴門市大麻町三俣字津久田4-1、5-7

   　 ・汚泥

   　 ・廃プラ

　　　・有価材：

      　運搬距離：27.1Km

      　運搬距離：19.7Km

　　　と．

　　　上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない．また，この

　　　場合，処分単価の見積書の提出を求め，減額変更を行うことがある．

　　　なお，上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下，「優良産廃処分業者」という．）に認

　　　定されているとき，処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること．ただし，

　　　諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出するこ

　　　は, 50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 

  (4) 受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土搬出調書, 産業廃棄

　　　物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に

　　　建設発生土搬出調書(様式3)を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ち

　　　に産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

◎工事に影響のある範囲内の重要備品等　（　有　・　無　）

　備品等名称：

　保管場所　：

　注意事項　：

　の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される

　建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生

　資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣ

　ＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければな

　らない．

　受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設

　設省令第19号）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサ

　イクル法）施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリ

　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用

　業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建

　ート（二次製品を含む．），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合に

　により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

　名，施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，バージン材を使用する生コンクリート

　及び購入土を除くものとする．

◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設

　工事，又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，

　は，（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という．）

　　　また, コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 木材について

   　 ・コンクリート(有筋)

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：(有)川上組砕石　徳島市下町本丁92-1

      　処分地の所在地：鳴門市瀬戸町明神字中山38-1

      　運搬距離：13.0Km

　　　　処理単価(税抜き)：640円/t

　(3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する.

　　　　処理単価(税抜き)：640円/t

      　処分地の所在地：鳴門市瀬戸町明神字中山38-1

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：(有)川上組砕石　徳島市下町本丁92-1

   　 ・コンクリート(無筋)

      　運搬距離：13.0Km

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は,原則禁止とする．やむ

　を得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工

　手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと．

4.　工事現場管理

      引き渡しを要する. 

◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.

◎受注者は, 本工事において使用する工事看板・バリケード等については, 県産木材を用いた木製品を優先

  して使用するよう努めなければならない. 県産木材を使用した場合, 受注者は, 工事完了後「木材使用実

  績報告書」(電子データ)を監督員へ提出しなければならない. 

◎電気保安技術者は次の者とし, 必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により, 監督員の承諾

  を受けること. 

  ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資

    格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする. 

　　する. 

  ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第１種又は第２種電気工事士の資格を有する者と

◎発生材の処理等は，次により適正に行う. 

　(1) 工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び

　(2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に

　　　関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に

　　　従い処理すること. 受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，または自ら運搬する場合等

　　　においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないもの

　　　については, 監督員(契約書に規定する監督員をいい, 標仕の規定による場合は監督職員と読み替える,

　　　以下同じ. )に報告し指示を仰ぐこと. 

　受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は

　その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準

　以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」

　を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法

　に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの

期間に発注者から支給することとする。

　通知済証｣掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,｢徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣

◎建設リサイクル法通知済証の掲示

◎本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は　　週間とする. 

  切り回し時期については, 　　　頃とする. 

◎解体前に, 照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し, 有れば監督員の指示に従う

　こと。

　あれば監督員の指示に従うこと．

◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し，

5.　施工調査

      　運搬距離：17.7Km

　　　　処理単価(税抜き)：5,640円/t

　　　　処理単価(税抜き)：15,000円/ｍ3

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：(財)徳島県環境整備公社(徳島東部)　板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

      　処分地の所在地：板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

     　 処分許可業者の会社名, 所在地：(有)久保衛生　三好郡東みよし町加茂6001-1

      　処分地の所在地：三好郡東みよし町加茂5999-1

      　運搬距離：83.0Km



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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章章項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する

　ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる.

◎中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか

　に監督員と協議すること.

◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる.

◎基礎杭工事を含む工事については，請負対象額にかかわらず，基礎杭工事完了後，中間検査を実施する。

当初請負対象額

3千万円未満

1億円以上             

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上1億円未満  

一般入札工事

－

－

1回

2回

低入札工事 

1回

2回

2回

3回

　　　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう．

　(注)　低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,

　承諾を受けて次の工程に進むこと

◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,

　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

11. 工事検査及び技術

 　 検査

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進

　行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に

　おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. 

◎他工事と取り合い区分

項　　　目

梁, 壁, 床スリーブ入れ

　同上穴埋補修

スリーブ開口補強(鉄筋)

　同上(リンブレン等)

床, 天井点検口

設備機器天井開口墨出

　同上切込み及び開口補強

縦樋(GLまで)

盤, 便器等の箱入れ

  同上補強

給排気ガラリ取り付け

空調機器類の基礎工事

衛生器具取付のブロック壁 
空洞部分のモルタル埋め

建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○

◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下, 「作業」という. )のうち各工事毎に適用する作業を

　指定するものとする. 

　技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する

　資料を監督員に提出すること. 

　技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品

　質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容

　を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 

　なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. 

   ○印 ･･･ 適用作業

工事種目 技能検定職種 技　能　検　定　作　業

仮設 とび ・ とび作業

鉄筋 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業

コンクリート コンクリート圧送施工 ・ コンクリート圧送工事作業

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

鉄骨 鉄工 ・ 構造物鉄工作業

・ アスファルト防水工事作業

・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業
防水 防水施工

・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業

タイル タイル張り

木 建築大工

建築板金
屋根及びとい

かわらぶき

金属 建築板金

左官 左官

建具製作

建具

サッシ施工

ガラス施工

塗装 塗装

内装 内装仕上げ施工

表装

配管 配管 ・ 建築配管作業

植栽 造園 ・ 造園工事作業

機械設備 冷凍空気調和機器施工 ・ 冷凍空気調和機器施工作業

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ常温粘着工法防水工事作業
・ FRP防水工事作業

・ タイル張り作業

・ 大工工事作業

・ 内外装板金作業

・ かわらぶき作業

・ 内外装板金作業

・ 左官作業

・ 木製建具手加工作業

・ 木製建具機械加工作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業

・ 建築塗装作業

・ プラスチック系床仕上げ工事作業

・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 鋼製下地工事作業

・ ボード仕上げ工事作業

・ カーテン工事作業

・ 木質系床仕上げ工事作業

・ 表具作業　・ 壁装作業

◎工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員、工事監理業務受注者とともに
定期的に確認すること

◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について、監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認

すること

9.　技能士の適用

10. 設計変更箇所確認

8.　施工 ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時,

　又は営繕課へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 

  (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少

　　　ないものとする. 

　(5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム

　　　アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. 

◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. 

◎受注者は, 建築工事を施工する場合, 原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に

　基づいて調査, 設計, 工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という. )

　すること. 

◎対象物

  工事目的物及び検査済材料(支給材料を含む)について付保すること. 

◎付保除外工事

  次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる.

  (1) 杭及び基礎工事

　(2) コンクリート躯体工事

　(3) 屋外付帯工事

　(4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)

◎付保する時期及び金額

  鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相

　当額を付保する. 

  また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.

◎保険終期

  工事完成期日に14日を加えた期日とする. 

  なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. 

◎その他

  (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. 

  (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に

　　　添付すること.

13. 火災保険

 　　小黒板情報電子化 　デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる。

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について

　（県土整備部）｣に記載された全ての内容を適用することとする。

14.　デジタル工事写真の

◎外壁改修工事等において，足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなく

なるおそれがある場合は，当初請負対象額に関係なく，中間検査の実施について監督員と協議すること. 

12. 完成図等 対象

◎提出書類

◎電子納品：

　・竣工図（製本3部，電子データ2部）( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 )　

　・工事写真（写真帳１部（　・着手前　・　完成写真　），電子データ２部）

　・使用材料一覧表(4部（うち3部は竣工図表紙裏面に貼付）,電子データ2部）

　・保全に関する資料

◎竣工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること．

　竣工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオリジナル形式を

　CD-Rに保存する．

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資材, 施工状況の順に整理する.

  完成写真については, 工事目的物の状態が,資材, 施工状況等については，不可視部分の出来形が

区　　　分

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ着　手　前

施　工　中

完　成　写　真

　写真で的確に確認できること. 

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.

7.　化学物質を発散する

　　建築材料等

◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から

　(5)を満たすものとする. 

  (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その

　　　他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少

　　　ないものとする. 　

  (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも

　　　のとする. 

  (3) 接着剤は, フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤

　　　を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな

  　　いか, 発散が極めて少ないものとする. 

◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年

　法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可におい

　て同じ.))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない.

　するよう努めなければならない. なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等

　を使用しない理由を記載した理由書を監督員に提出しなければならない.

◎受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用

  　　員に提出しなければならない。

　(3) 受注者は，工事完了後，請負金額が500万円以上の工事において, 「建設資材使用実績報告書」を監督

◎県内産資材の使用

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ

      ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 

　　　県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

  　　産資材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ

　(2) 受注者は，請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内

　注3 公共建築工事標準仕様書そのた関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

　② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内

　　　産資材として取り扱う. 

　注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う.

　　　ならない. 

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

  工法による.

◎改標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定

　ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. 

　管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ

　等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保

　監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者

　製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材

◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維

　合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 

　れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場

　板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ

◎受注者は, 工事完了後, 請負金額が500万円以上の工事において, 「木材使用実績報告書」(電子データ）,

「建設資材使用実績報告書」（電子データ）を監督員に提出しなければならない．

  (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木

　　　ない. 

　　　材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し

　　　により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入

　　　した書類を監督員へ提出しなければならない. 

      でない. 

      場合, 原則として県産木材を使用しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合にはこの限り

　(1) 受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する

◎県産木材の使用

      木材」とは次のことである. 

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した

　    ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　    ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　らない．

　「生コンクリート使用承諾願」，「材料使用承諾願」，「木材使用承諾願」を監督員へ提出しなければな

◎受注者は，本工事で使用する建築材料・製品等（以下「建材等」という）の発注の際には，発注前に，

　なお, 「評価名簿による」と記載されているものは, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料等評

　マーク表示のない材料及びその製造業者等は，次の(1)から(3)の事項を満たすものとする．

　(3)　製造又は施工の実績があり，その信頼性があること．

　(2)　法令等で定める許可，認定又は免許を取得していること．

　(1)　品質及び性能に関する試験データが整備されていること．

◎本工事に使用する建築材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，JIS又はJAS6.　材料・製品等

　価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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◎設計GLの設定は, BM(　　　)を±0とし, NGLはBM±(　　　)mmとする. ただし, 監督員の指示により決定2.　ベンチマ－ク
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２ 1.　一般事項

3.　足場等

　する. 

◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す

　るものを使用すること. 

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

　②(社)仮設工業会の認定基準

　また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録

　工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ

　め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. 

◎労働安全衛生法第88条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が

　60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ

　なうこと.

　届け出をおこなった場合は、監督員に報告すること.

　届け出不要の場合は、その旨監督員に報告すること.

◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課

　指定の足場チェックリストを用いて点検した後、監督員の確認を受けること.

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェック

　シート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること.

  ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１

　　「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)  　　       　　　により手すり据置方式
　　行うこと.

　　ただし監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる.

◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確

　認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 

◎仮囲い(仕様：　　　　, H=　　m, L=　　m)(図示)

◎ゲ－ト( 有 ・ 無, 仕様：                 　 )

◎足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.

　・壁つなぎ間隔(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)

◎仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その

　記録を保管すること.

図示

◎受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場

　の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり

　袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 

◎その他

◎既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法：        )

◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による. 

  (養生方法：      　　　  )

◎仮間仕切りは, ( A種 ・ B種 ・ C種 )とする. 

◎監督員事務所は( 設ける(面積　　m２程度) ・ 設けない )

◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。　

　(1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計，湿度計

  (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯

  (3) 請負加入電話の子機

  (4) 衣類ロッカ－, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具

  (5) ファクシミリ他

4.　養生

5.　監督員事務所

　ただし, 施設管理者と協議すること. 

◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )

◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 )

6.　工事用用水, 電力等

  ・壁つなぎ間隔(水平方向: 5.5 m以下, 鉛直方向: 5 m以下)

◎外部足場(種類：単管足場, 仕様： 2 枚布, D= 60 cm, シ－ト仕様：養生シート　　　　　　　)

◎内部足場(種類：脚立足場, 仕様：　　枚布, D=　　cm)

◎仮囲い化粧(図示)

  その他( 　　　　　　　　                       )

7.　イメージアップ工事

◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること.

◎借地借家料　　　　　　　　　　円    現場事務所用地等

　　資材置場

8.  工事車両用駐車場

9. 仮設トイレの洋式化

　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない．

　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない．

　○洋式トイレとは，和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと．

　○快適トイレとは，洋式トイレのうち，防臭対策・施錠の強化などが実施された，

　　女性が利用しやすい仮設トイレのこと．

◎受注者は，仮設トイレを設置した場合，「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない．

◎受注者は当初請負対象金額（設計金額）5千万円未満の工事において，仮設トイレを設置する場合，原則

◎受注者は,  当初請負対象金額（設計金額）5千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, 原則

　として「快適トイレ」を設置しなければならない.また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として

　として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として

　「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

　「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

L4X

◎保護層, 防水層等を撤去した結果, 下地等が設計図書と異なる場合は監督員と協議すること. 

◎降雨等に対する養生方法は, ( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他(　　　　))とする. 

1　既存保護層(立上り部等)撤去等

施工箇所

2　既存保護層(平場)撤去等

3　既存断熱層撤去等

4　既存防水層(立上り部等)撤去等

5　既存防水層(平場)撤去等

6　既存下地の補修及び処置

7　防水層の新設

8　断熱材の新設

9　保護層の新設

工　法 工　法
工　程

工　法

◎アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. 

◎ポリマーセメントモルタル及びポリマーセメントペースト, 層間接着用プライマー, アスファルト系下地

◎端部押さえ金物は, 既成アルミニウム製とし, 形状寸法は(      )とする. 

◎ルーフドレインの端部から( 500mm ・ 300mm )の防水層及びシーリングを撤去し, ポリマーセメントモル

  タルで勾配1/2程度に仕上げること. 

◎補修箇所の形状，長さ，数量等は図示する.

  調整材, 改修用ドレン等の材料は, ルーフィング類製造所の指定する製品とする.

1.　一般事項

3.　既存下地の補修材料

2.　改修工法の種類及び

　　工程

4.　ルーフドレイン廻り

　　の処理

5.　既存下地の補修及び

　　処理

４
章
　
防
水
改
修
工
事

R階 腰壁

〇
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－
－

〇

◎特記仕様書, 改標仕及び標仕以外は, 主材料製造所の仕様による. 　

◎シーリング材は, JIS A 5758の規格品とする. 

◎プライマーは, 被着体及びシーリングの種類により使い分けること. 

◎監督員に, シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること. 

◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない ). 

◎外部に面するシーリング材は, 施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う. 

◎種類及び施工箇所

記　号

SR-1

SR-2

PS-2

MS-2

PU-2

1成分シリコーン系

2成分シリコーン系

ポリウレタン系

変成シリコーン

ポリファルサイド系

既　存材  質 施工箇所 改修工法 寸　法 接着試験

◎塗膜を形成する材料は, JIS A 6021の規格品とする. 

◎プライマー,層間接着用プライマー,補強布,接着剤,通気緩衝シート, シーリング材, 仕上げ塗材等は主材

　料製造所の指定製品とする. 

工　法 種　別 施 工 箇 所 仕 上 塗 料 備 考

P0X

P1Y

P2Y

X-1

X-2

X-1

X-2

Y-2

Y-2

10. シーリング

9.  塗膜防水 ◎工　法： L4X工法　　　　　　種　別： X-2

R階 腰壁 ウレタンゴム系

L4X 工法

章 項　　　目 特　記　事　項

7.　山留め

◎法面施工の場合( 素堀り ・ 多段式 )

◎山留めは, 適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び

　山留めの状況を点検するとともに, 安全管理に必要な計測を行う.

◎山留めの存置　存置範囲　図示による.

◎鋼矢板等抜き跡の処理　（・直ちに砂等で充填　・　　　　　）

◎現場内再生利用とする．6.　建設発生汚泥の処理

◎発生汚泥を再生利用する場合には, 「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に準拠し, その内容等

　を明記した施工計画書を監督員に提出し, 承認を受けた後に施工すること. また, 施工計画書の承認を受け

　る際には, 関係部局との協議に協力すること. 

◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため, 関係法令等に基づき適正に処理すること.

◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし, 機器により締め固める. 3.  埋め戻し及び盛土

  面を一様になじみ起こしをして, 良質土をまきかけ, 歩行に耐えうる程度に締め固める.

◎地均しは, 均しを行う地表面の不陸を修正し, 草木の除去及び清掃をして, 一様にかき均した後, 仕上げ

◎建物の周囲, 幅2m程度を, 水はけよく地均しを行う. 

◎場内敷き均しとする. 

　土壌環境基準を超えた場合等は, 監督員と協議するものとする. 

　土質条件, 施工条件等により試験方法, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結果, 六価クロムの溶出量が

　る当面の措置」(平成12年3月31日 建設第258号)の「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する.

　六価クロム溶出試験は, 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

  ものとする. 

  行った場合, 土壌環境基準以下であることを確認すると共に, 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する

◎六価クロム溶出試験を( 行う ・ 行わない ).

◎余盛りは, 土質に応じ監督員と協議の上, 余盛り高さを決定すること. 

  (2) 購入土(切込砕石, 砂, 真砂土等)である場合

　(1) 公共工事間利用の場合で, 監督員相互で同意がとれた場合

  ただし, 次の場合は検査結果の添付の必要はない. 

  基準に適合しないものについては, 搬入することができない. 

◎建設発生土を搬入する場合には, 土壌検査結果を添付するものとし, 「徳島県生活環境保全条例」の土壌

4.　地均し

5.　建設発生土の処理

◎周辺の状況, 土質, 地下水の状態等に適した工法を採用し, 工事中の異常沈下, 法面の滑動, その他によ

　る災害が発生しないよう, 災害防止上必要な処置をすること.

◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し, 支障がないようにすること.

◎根切り底は, 地盤をかく乱しないよう, 手作業(深さ30㎝程度)とするか, バケットに特殊アタッチメント

　を取りつけた機械堀りとする. なお, かく乱した場合は, 自然地盤と同等以上の強度となるように適切な

　処置を定め, 監督職員の承諾を受ける.

◎工事に支障を及ぼす雨水, わき水等は, 適正な排水溝, 集水ます等を設置し, 支障がないようにすること.

章
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1.  根切り

2.  排水

項　　　目 特　記　事　項

◎場外搬出適正処分とする. 

  民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし, 建設発生土の発生場

　所ごとに, かつ4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定

　ただし, 建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要

　事業の許可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による. 

　はない. 

◎土壌検査を行った結果, 条例の基準に適合しない場合には, 監督員と協議すること. 

◎場外搬出の場合の処理は次のとおりとする.

  ・最終処分場の指定

    排 出 土：砂質土

    会 社 名：(財)徳島県環境整備公社(徳島東部)　

    所 在 地：板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

    処分単価：1ｔ当たり2,800円(税抜き)

    運搬経路：県道11号線→国道28号線

    運搬距離：17.7㎞を見込んでいる。



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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特　記　事　項特　記　事　項 章特　記　事　項章項　　　目 項　　　目 項　　　目

A－04

特記仕様書（４）

◎構造体用モルタルの調合

　モルタルの圧縮強度(　30 N/mm2　), フロー値(　　　)mm

II. コンクリート工事

1.　一般事項 ◎設計基準強度

調合管理 気乾単位
コンクリート 設計基準強度 スランプ 強度試験の

強度　Fｎ 種別 容積質量 適用箇所
の種類　　　 Fc(N/mm２) (cm) 有無

(N/mm２) (t/m３)

◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, 改標仕 表8.1.2による. 

◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする.

◎コンクリートの仕上がりの平たんさは, 改標仕 表8.1.4による.

◎コンクリートの強度試験

  コンクリートの強度試験については, 次のとおり取扱うものとする. 

  ・第4週強度確認

　  第３者機関にて, 主任技術者又は現場代理人立会いの上, 行うこと。

2.  普通コンクリート

  ッシュセメントB種 )とする. 

◎セメントの種類は, ( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア

◎高炉セメントB種適用箇所（　　　　）フライアッシュセメントB種適用箇所（　　　　）

1.　溶接金網巻き工法

　　及び溶接閉鎖フープ

　　巻き工法

V. 柱補強工事

◎柱頭, 柱脚の隙間は図示による.

◎コンクリート及び構造体用モルタルの打込み工法の種類は( 流込み工法 ・ 圧入工法 )とする. 

◎( 打ち込みコンクリート ・ グラウト材 )の厚さは( 130 )mmとする. 

◎受注者は, コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため, 次の3つの対策の中のいず

　れか1つについて確認をとらなければならない. 

　(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

　　　アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, コンクリート1m3に含まれるアルカリ総量

　　　をNa2O換算で3.0kg以下にする.

　(2) 抑制効果のある混合セメント等の使用

　　　JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント［B種またはC種］あるいはJIS R 5213フライアッシ

      ュセメントに適合するフライアッシュセメント［B種またはC種］, もしくは混和材をポルトランドセ

      メントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する. 

　(3) 安全と認められる骨材の使用

　　　骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を使

      用する. 

　　　試験方法は, JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディミ

　　　クストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」, JIS A 1146骨材

      のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンクリート)

      の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による.　

◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない ). 

◎細骨材に含まれる塩化物量は, NaCl換算で0.04％以下とする. 

◎構造体コンクリートの調合管理強度は, 設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする. 

　なお, 構造体強度補正値(S)は, 改標仕 表8.5.1によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材

◎試練りは( 行う ・ 行わない ).

◎所要空気量は4.5％±1.5％とする. 

　齢28日までの予想平均気温に応じて定める. 

◎コンクリ－ト中の塩化物量は, 0.30kg/m３以下とし, 試験方法は改標仕8.6.4による. 

◎工事に先立ち,レディミクストコンクリート工場を選定し, 監督職員の承諾を得る.

◎スリーブの材種(　　　　　　　　　　　　　)

◎誘発目地の位置, 形状及び寸法は図示による. 

◎型枠は, ( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂製 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする. 

県産木製型枠

仕上げ種別型枠の種別 塗装の有無 材　質 厚　さ

普通型枠

C種

B種

A種

－ なし

あり

なし

なし

なし

適用箇所

改標仕8.2.7(2)(ア)

改標仕8.2.7(2)(イ)

改標仕8.2.7(2)(イ)

改標仕8.2.7(2)(イ)

3.　型枠

◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( 20 )mmとする. 

針葉樹 12 柱

規格名称 種類の記号 径(㎜)

鉄筋コンクリート用棒鋼

－
建築基準法の規定に　　
基づき認定を受けた鉄筋

溶接金網及び鉄筋格子 網目の形状：    寸法：    径：　　

規格番号

JIS G 3112

－

JIS G 3551

◎主要構造部の配筋は, コンクリート打ちに先立ち, 監督員の検査を受ける.

◎鉄筋の継手は( 重ね継手 , ガス圧接継手 , 特殊継手 )とする. 

◎鉄筋の継手位置は図示による. 

◎材料試験は行わない. ただし, 規格証明書を提出し, 監督員の承諾を得ること. 

◎結束線の端部は内側に折り曲げる. 

◎柱, 梁の主筋は, ( ガス圧接継手 ・ 機械式継手 )とする.とする. 

1.  材料

2.　材料試験

3.　鉄筋の継手及び定着

９
章
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I. 鉄筋工事

SD345　SD295A D22　D10

◎先組み工法の柱, 梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい. 

◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし, 他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること. 

  また, 鋼製のスペーサーは, 型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする. 

◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による. 

◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合，重ね継手の長さは（　　　　　）mmとする.

◎鉄筋の定着方法及び長さは図示する.

4.　鉄筋のかぶり厚さ

　　及び間隔

◎柱, 梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは, 改標仕 表8.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする. 

◎目地がある場合のかぶりは, 目地底からの寸法とする. 

◎各部の配筋は, 図示による. 図示されていない場合は, 標仕参考図［1節－基礎及び基礎梁の配筋］～

　［7節－梁貫通孔その他配筋］による.

5.　帯筋

6.　ガス圧接

7.  機械式継手及び溶接

　　継手

8.  配筋検査

◎形の種別は構造図による.

◎検査は, 外観検査及び(引張試験, 超音波探傷試験)による. 

◎圧接技量資格者は, JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した

  試験に基づく能力を有する者とする. 

◎切取り部分の継手は, ( 圧接 ・ 重ね継手 )とする. 

◎継手の種類（　　　　　），工法（　　　　　）

◎品質の確認方法（　　　　　）

◎鉄筋相互のあき（　　　　）

◎不合格となった継手部への措置（　　　　）

◎主要な配筋は, コンクリート打込みに先立ち, 種類, 径, 数量, かぶり, 間隔, 位置等について, 監督職

  員の検査を受ける. 

特　記　事　項章 項　　　目
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1.　一般事項 ◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする. 

◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする. 

◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂, メラミン樹脂, フェノール樹脂, レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド

　系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は, F☆☆☆☆とする. 

　ただし, 正当な理由により確保が困難である場合等, ホルムアルデヒドの発散量が, F☆☆☆☆の塗料を

　使用できない場合には, 監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする。

5.  耐候性塗料塗り(DP) 区　分 種　　別 下地調整 上塗りの等級 備　　考

鉄部 B種 RB種 階段手摺A種

４
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◎防露材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量はF☆☆☆☆とする.

　ただし,正当な理由により,確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量がF☆☆☆☆の防露材を

　使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする.

◎たてどい受金物の取付けは図示する.

◎ルーフドレンの取付けは図示する.

11. とい

　（ 3 ・ 5 ・ 7 ・ 10 )年間の防水工事性能保証書を提出すること. 

◎防水工事完了後は, メーカー, 元請業者, 下請業者の3者連名による 

◎といの材種（　VPカラー　）

12.  防水保証

章
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５ 1.　外壁改修の施工数量

　　及び調査方法

2.　外壁改修工法の種類

　　及び材料

◎エポキシ樹脂及びポリマーセメントモルタルの製造所：　評価名簿による．

◎当工事の積算計上数量は, 1階部分の調査数量を調査し, 全体数量との面積比率により算定した数量の

　70％を計上している. 

◎施工数量は, 次の調査により監督員が承諾し確定した数量に基づき設計変更を行う. (設計変更単価は, 

　県単価で行う)

◎外部足場設置後, 施工数量調査を行う. 

◎調査に先立ち, 調査内容及び方法等の計画書を作成し監督員の承諾を得ること. また, 調査方法等で専門

　知識が必要な場合は, 各工法・材料の専門技術者(製造所等)に依頼すること. 

◎コンクリート打ち放し仕上げ外壁

工法：

注入間隔:

エポキシ樹脂： 

シール工法

Uカットシール材

樹脂注入工法

工　法 ひび割れ部 欠　損　部

注入量:　　ml/本

充填工法

充填工法
材料：2成分系

シーリング材：MS-2

材料：2成分系 MS-2

材料：ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

◎下地処理（下地のひび割れ部の補修）は, 　2.外壁改修工法の種類と材料　による.

◎仕上げの模様, 色及びつやは, 見本帳又は見本塗り板を監督員に提出して, 承諾をうけること.

下地下地
仕上 調整

種　　類

外装薄塗材Si

外装薄塗材E

外装薄塗材S

防水形

可とう形

可とう形
外装薄塗材Si

外装薄塗材E

外装薄塗材E

薄付け
仕上塗材
JIS A 6909

既存塗膜の除去
及び下地調整の工法

　　工事

3.  塗り仕上げ外壁改修

C-1金ｺﾃ つやなし吹付

工法
認定
防火

上塗材
仕上
形状

砂壁状 〇

複層塗材CE

複層塗材E

複層塗材Si

複層塗材RS

複層塗材RE

防水形

防水形

可とう形
複層塗材CE

複層塗材CE

複層塗材E

複層
仕上塗材
JIS A 6909

防水形
複層塗材RE

金ｺﾃ 凹凸模様 つやあり吹付 〇

サンダー工法

塗膜はく離材工法

特　記　事　項章 項　　　目

ｶﾁｵﾝ系

C-1



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
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一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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特　記　事　項項　　　目

A－05

1.  一般事項

2.  花こう岩類の石張り

◎石材の割付けは, 図示により, 割付図を作成し監督員の承認を得ること.

◎粗面仕上げの場合ののみ込み部分の仕上げは図示による.

種類 形状・寸法
表面仕上げ 金物等の種類
の種類　　 形状・寸法

施工箇所産地名称等級

御影石 １級

◎取付け用モルタル

10
章
　
石
工
事

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ 1階柱 巾木H150×W620×t20

3. その他の材料

特　記　事　項章 項　　　目

全面・一部(図示)

◎工事に先立ち, 改修部分の隠蔽部の調査を行い, 設計図書と照合し, 支障があった場合は, 速やかに監督

  員に報告し, 指示を受けること. 

◎各部の撤去により, 下地及び構造躯体にひび割れ及び欠陥部が発見された場合は, 速やかに監督員に報告

  し指示を受けること. 

◎各改修工事の仕様は, 仕様・仕上げ表による. 

　①床改修

種　　類 撤去工法 撤去範囲 備　　考

　  ・既設床仕上げ材の除去　改標仕6.2.2(1)参照

1.　一般事項

2.　撤去並びに下地補修

章
　
タ
イ
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11

床タイル 改標仕6.2.2(1)(エ)

備　考　欄下地処理方法下地の状況

　　・コンクリート又はモルタル面の下地処理　改標仕6.2.2(2)参照

下地モルタル撤去部

欠損部

◎改修後の床の清掃範囲は図示する.

◎セメントモルタルによるタイル張り

無有

耐凍害性色

標準 特注有 無

役物

Ⅲ類Ⅱ類Ⅰ類 適用

再生材の形状/寸法
(mm)

吸水率による区分

施ゆう 無ゆう

うわぐすり 備考
 施工箇所

耐
滑り
性

段鼻 〇 〇 〇 〇 〇無〇

◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする.

◎タイルの製造所：　評価名簿による．

◎見本焼きを( 行う ・ 行わない ).

◎壁タイル張り工法（　　　　　　　　　　　）

◎試験張りを( 行う ・ 行わない ).

◎既製調合モルタルの製造所：　評価名簿による．

◎保水材の混入量は, 実績等の資料を提出したうえで, 監督員の承認を得ること.

150×150 〇 〇

〇 〇

〇 〇無

〇 〇無150×150

3. タイル張り

〇

〇

1階 床

R階 床

モルタルで補修し乾燥後

デッキブラシ等で清掃

150×60

〇

〇

特記仕様書（５）・外部足場計画図

《凡例》　　　　：外部単管足場を示す
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主要地方道鳴門公園線
　　　　(11号線)

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

配置図　付近見取図

●

●

鳴門海峡

1/600

鳴門公園

大塚国際美術館

亀浦港

大鳴門橋

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道

大鳴門橋架橋記念館 エディ

大鳴門橋架橋記念館 エディ

Ｎ

売店
売店

売店

ＷＣ

字大毛

孫崎

相ケ浜

●
千畳敷展望台

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池

付近見取図

鳴門市 土佐泊浦

字福池

Ｐ

Ｐ

工事場所

Ｎ

配 置 図　　1/600

A－06

交通誘導員 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800 L=7.5m
(夜間)ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ

(夜間)ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH=1800 L=2.0m

工事建物

建物周囲、屋根面：単管足場



VPｶﾗｰφ 100・φ60

改修後

改修前

樋

仕上部位部位 仕上

改修前

改修後

■凡例

仕上略号 仕上略号 仕上略号 仕上略号名　　　　　　　称名　　　　　　　称名　　　　　　　称 名　　　　　　　称 名　　　　　　　称下地記号

RC 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

M ﾓﾙﾀﾙ下地

S 鉄骨下地

W 木製下地

LGS 軽量鉄骨下地

部位 仕上

石膏ﾎﾞｰﾄﾞGB-R

GB-S ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

GB-NC(T) 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（化粧有：ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）

GB-NC(W) 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（化粧有：杉板目）

GB-NC 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（化粧無：下地張り用）

EP

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明－

屋根

OP

AEP

VP

OSW ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜｯｸｽ

溶剤型塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂塗料

ｵｲﾙﾍﾟｲﾝﾄ

ｱｸﾘﾙ系 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

仕上表

特
記
事
項

既存のまま

改修前

外壁

改修後

改修前

改修後

改修後

改修前

柱型

梁型

改修後

改修前

軒裏

下地調整の上 外装薄塗材E

改修前

改修後

改修前 RC

RC改修後

FL
階 部位 CH 廻縁 備考

（基準FL+） 下地 下地 下地 下地

床

仕上

壁

仕上 仕上

天井

仕上

腰壁

改修前 RC

改修前

改修後

RC

RC

改修後 RC

巾木

改修後

改修前 RC

RC

－ －

－ －

地階

１階

Ｒ階

階段

１

Ｒ

Ｂ１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ磨き EP塗り

■外部仕上表（階別）

2800

2800

2800

2800

RC

RC

RC

RC

RC

RC

－

－

0

0

3100

3100

6200

6200

－

－

RC打放し H=150

下地調整の上 外装薄塗材E

下地調整の上 外装薄塗材E

下地調整の上 外装薄塗材E

－

－

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

笠木

改修後

改修前

ドレイン

改修前

改修後

手摺

その他

ﾍﾞﾝﾁ：既存のまま改修前

改修後

高圧水洗浄

RC 自然石貼（撫養石）

RC

DP 耐候性塗料

擬木手摺：φ100・H=450（手摺子φ80）撤去

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ 100

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｵｶﾞｸﾞｽﾞﾓﾙﾀﾙt=90 ｼﾝｸﾞﾙ葺

階段手摺：φ60・H=1100 （手摺子φ13) OP塗

ﾓﾙﾀﾙ下地の上 磁器質150角ﾀｲﾙ 新設

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 自然石貼（撫養石）

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

高圧水洗浄

段鼻ﾀｲﾙ 新設

高圧水洗浄

高圧水洗浄

ﾓﾙﾀﾙ下地の上 磁器質150角ﾀｲﾙ 新設

ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

擬木手摺：φ100・H=650（支柱φ100）新設

ｽﾁｰﾙ手摺：φ30・H=1300（支柱φ60）撤去

階段手摺：φ60・H=1100（手摺子φ13）下地調整の上 DP塗替

ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上 H=150

ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上 H=150

ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上 H=150

ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上 AEP塗

柱巾木：ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上 H=150 撤去

ﾓﾙﾀﾙ金 ｺﾃ仕上

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

柱巾木：御影石貼 H=150 新設

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ磨き EP塗り

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

A－07

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

Ｒ階笠木：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

下地調整の上 防水形複層塗材E

自然石貼：水洗い

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

■外部仕上表（共通）

下地調整の上 防水形複層塗材E　天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ  

CB：一部撤去

高圧水洗浄

高圧水洗浄

既存ﾄﾞﾚｲﾝ清掃

既存のまま

R階：水抜きﾊﾟｲﾌﾟ撤去

R階： VPφ30 DP塗り 新設



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

1/100 一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修前）平面図

（改修前）Ｒ階　平面図　1/100

（改修前）１階　平面図　1/100 （改修前）地階　平面図　1/100

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

擬木手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去 ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

2,850

A－08

柱 ﾓﾙﾀﾙ巾木撤去 柱 ﾓﾙﾀﾙ巾木撤去 柱 ﾓﾙﾀﾙ巾木撤去

《凡例》　　　　：ﾀｲﾙ撤去範囲を示す

　　　　　　　　：段鼻ﾀｲﾙ撤去範囲を示す



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

1/100 一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修後）Ｒ階　平面図　1/100

（改修後）１階　平面図　1/100 （改修後）地階　平面図　1/100

（改修後）平面図

下部：柱巻き立て補強

階段手摺 下地調整の上 DP塗替

高圧水洗浄

ﾓﾙﾀﾙ下地の上 磁器質150角ﾀｲﾙ 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設

擬木手摺 新設

階段 高圧水洗浄

段鼻ﾀｲﾙ 新設

擬木手摺 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設

階段 高圧水洗浄

擬木手摺 新設

擬木手摺 新設擬木手摺 新設

ﾓﾙﾀﾙ下地の上 磁器質150角ﾀｲﾙ 新設

2,850

A－09

御影石貼 新設御影石貼 新設御影石貼 新設
柱 巾木 柱 巾木 柱 巾木

《凡例》　　　　：ﾀｲﾙ新設範囲を示す

　　　　　　　　：高圧水洗浄、段鼻ﾀｲﾙ新設範囲を示す

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E

 　　防水形複層塗材E
笠木 下地調整の上

笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

2
,
1
2
5

既存ﾄﾞﾚｲﾝ清掃（3ケ所）
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●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

6

10

6

10

X3 X2 X1 Y1Y2

X1 X2 X3 Y2Y1

（改修前）Ｃ面　立面図　1/100 （改修前）Ｄ面　立面図　1/100

（改修前）Ａ面　立面図　1/100 （改修前）Ｂ面　立面図　1/100

（改修前）立面図

550

擬木手摺 撤去
擬木手摺 撤去

袖壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ t=160 撤去

CB 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去
ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

１階 柱巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上
　　　 H=150 撤去

A－10

外壁 吹付ﾀｲﾙ 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ 撤去

外壁 吹付ﾀｲﾙ 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ 撤去

外壁 吹付ﾀｲﾙ 撤去

外壁 吹付ﾀｲﾙ 撤去

柱型 吹付ﾀｲﾙ 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ 撤去

外壁 吹付ﾀｲﾙ 撤去



1/100

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

6

10

6

10

X3 X2 X1 Y1Y2

X1 X2 X3 Y2Y1

（改修後）Ａ面　立面図　1/100 （改修後）Ｂ面　立面図　1/100

（改修後）Ｄ面　立面図　1/100（改修後）Ｃ面　立面図　1/100

（改修後）立面図

擬木手摺φ100 新設

擬木手摺φ100 新設

梁型 下地調整の上 外装薄塗材E

擬木手摺φ100 新設

擬木手摺φ100 新設

下地調整の上 DP塗替

階段 高圧水洗浄
     段鼻ﾀｲﾙ 新設

階段 高圧水洗浄
     段鼻ﾀｲﾙ 新設

擬木手摺φ100 新設

擬木手摺φ100 新設

柱型 下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E

梁型 下地調整の上 防水形複層塗材E

梁型 下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E
梁型 下地調整の上 防水形複層塗材E

柱型 下地調整の上 防水形複層塗材E

柱型 下地調整の上 防水形複層塗材E

梁型 下地調整の上 防水形複層塗材E

１階 柱巾木 御影石貼
　　　　  H=150 新設

下地調整の上 DP塗替

手摺 下地調整の上 DP塗替

柱型 下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

ｳﾚﾀﾝ塗装防水(X-2)

A－11

柱 巻き立て補強
下地調整の上 防水形複層塗材E

柱 巻き立て補強

下地調整の上 防水形複層塗材E

外壁 下地調整の上 防水形複層塗材E
一部ＣＢ 防水形複層塗材E

柱型 下地調整の上 防水形複層塗材E

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

外壁 一部 自然石貼 水洗い

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
　　 天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

下部 既存のまま

下部 既存のまま

下部 既存のまま



軒裏 改修前Ａ

改修後 下地調整の上 外装薄塗材E

記号 部位 仕　　上

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明1/100
天井伏図

Y2

Y1

X3X2X1

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
,
5
0
0

6,5006,500

1,6252,000

Y2

Y1

X3X2X1

13,000

6,5006,500

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
,
5
0
0

（改修前）地階　天井伏図　1/100

（改修前）１階　天井伏図　1/100

1
,
5
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6,500 6,500

13,000

X1 X2 X3

Y1

Y2

2,000 1,625

6,500 6,500

1
,
5
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

X1 X2 X3

Y1

Y2

（改修後）地階　天井伏図　1/100

（改修後）１階　天井伏図　1/100

Ａ

Ａ

仕上改修リスト

《凡例》　　　　：塗装改修範囲を示す

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

下地調整の上 外装薄塗材E

下地調整の上 外装薄塗材E

梁型

天井

階段裏

下地調整の上 防水形複層塗材E

Ｂ 改修前

改修後 下地調整の上 防水形複層塗材E

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

Ｃ

軒先

Ｂ

Ａ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

ＤＤ Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

ＤＤ Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

A－12

地階：既存のまま

地階 階段裏 既存のまま

ﾘｼﾝ吹付 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事



　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885
●縮尺●図面名 〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号

一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　徳島県県土整備部営繕課
橘 建 築 事 務 所株式会社●図面番号●工事名

（改修前）矩計詳細図
1/50　1/20

A－13

柱型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去
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2
0

1
,
1
0
0

2
0

1
,
1
0
0

3 00

▼RFL

▼1FL
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4
5
0

1501,625

1,5001,000

6
5
0

4
5
0

1
,
3
0
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1
5
0

1
5
0

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去 擬木手摺 撤去

床 ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去
（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

床 ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去
（ﾓﾙﾀﾙ下地共）

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去
ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去 ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

H=150 撤去
柱巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

天井 ﾘｼﾝ吹付 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

天井 ﾘｼﾝ吹付 撤去

柱型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

軒裏 ﾘｼﾝ吹付 撤去

軒先 吹付ﾀｲﾙ 撤去

Y2Y1 X3

1,5007,0005001,500

（改修前）X3通り 矩計詳細図　1/50（改修前）矩計詳細図　1/50

１階 柱巾木部 詳細図　1/20

10

1
5
0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 撤去

Ｒ階 床 詳細図　1/20

ｶｯﾀｰ切

擬木手摺部 詳細図　1/20

手摺 擬木φ100 撤去

手摺子 擬木φ80 撤去ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ撤去
下地ﾓﾙﾀﾙ撤去
押えｺﾝｸﾘｰﾄt=60(既存のまま)
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(既存のまま)
ｺﾝｸﾘｰﾄt=130(既存のまま)

1
5
0

1
5
0

梁型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

梁型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

柱型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

柱型 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去

壁 吹付ﾀｲﾙ仕上 撤去



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

（改修後）矩計詳細図
1/50　1/20

A－14

下地調整の上 防水形複層塗材E
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仕上分れ

仕上分れ 仕上分れ 仕上分れ

天井 下地調整の上 外装薄塗材E

天井 下地調整の上 外装薄塗材E

柱型 下地調整の上

擬木手摺 新設

擬木手摺 新設

既存のまま 既存のまま

仕上分れ

階段手摺 下地調整の上 DP塗替

階段手摺 下地調整の上 DP塗替

床 ﾓﾙﾀﾙ下地の上
磁器質150角ﾀｲﾙ 新設

梁型 下地調整の上

柱巾木 高圧水洗浄

段鼻ﾀｲﾙ 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設

擬木手摺 新設

　　 防水形複層塗材E
柱型 下地調整の上

　　 防水形複層塗材E

柱型 下地調整の上
　　 防水形複層塗材E

　　 防水形複層塗材E

梁型 下地調整の上
　　 防水形複層塗材E

柱型 下地調整の上
　　 防水形複層塗材E

柱巾木 御影石貼
H=150 新設

　　 外装薄塗材E
軒裏 下地調整の上

階段手摺 下地調整の上 DP塗替

天井 下地調整の上 外装薄塗材E

仕上分れ

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

仕上分れ

6
5
0

1,500 500 7,000 1,500

Y1 Y2

磁器質150角ﾀｲﾙ 新設
床 ﾓﾙﾀﾙ下地の上

（改修後）矩計詳細図　1//50

Ａ部 詳細図　1/20

仕上分れ

既存のまま

ｳﾚﾀﾝ塗装防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗装防水（X-2）

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｅ

10

1
5
0

柱巾木 御影石 t=20

下地調整の上
防水形複層塗材E

Ｄ部 詳細図　1/20 Ｅ部 詳細図　1/20

押えｺﾝｸﾘｰﾄt=60(既存のまま)
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(既存のまま)
ｺﾝｸﾘｰﾄt=130(既存のまま)

仕上分れ

擬木手摺 新設

巾木 高圧水洗浄

Ｃ部 詳細図　1/20

下地調整の上 防水形複層塗材E

仕上分れ

既存のまま

既存のまま

下地調整の上
防水形複層塗材E

外装薄塗材E
下地調整の上

仕上分れ

Ｂ部 詳細図　1/20

ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ新設
下地ﾓﾙﾀﾙ新設

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

X3

（改修後）X3通り 矩計詳細図　1//50

天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ
下地調整の上 防水形複層塗材E

1
5
0

1
5
0



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修前）階段断面詳細図　1//50

（改修前）階段断面詳細図

床 ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ貼 撤去

擬木手摺 撤去
手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

床 ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ貼 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

A－15

吹付ﾀｲﾙ 撤去

擬木手摺 撤去 吹付ﾀｲﾙ 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

ﾘｼﾝ吹付 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

Ｄ

Ｂ́

Ｃ

Ｄ́

Ａ́Ａ

Ｂ Ｃ́
´

Ｅ
Ｅ

Ｅ-Ｅ´

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 撤去
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　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修後）階段断面詳細図

床 ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ貼

下地調整の上

下地調整の上

既存のまま

仕上分れ

巾木 高圧水洗浄

下地調整の上 DP塗替

下地調整の上 DP塗替

下地調整の上 DP塗替

段鼻ﾀｲﾙ 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設
段鼻ﾀｲﾙ 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設

段鼻ﾀｲﾙ 新設

高圧水洗浄

梁型 下地調整の上

下地調整の上
外装薄塗材E

下地調整の上

下地調整の上
外装薄塗材E

下地調整の上
外装薄塗材E

下地調整の上
外装薄塗材E

高圧水洗浄

擬木手摺 新設

擬木手摺 新設

下地調整の上 DP塗替

擬木手摺 新設

下地調整の上
外装薄塗材E

階段 高圧水洗浄

Ｄ-Ｄ´ Ｅ-Ｅ´

2
7
5

3
7
5

6
5
0

2
9
5

3
7
5

下地調整の上 防水形複層塗材E

防水形複層塗材E 　　 防水形複層塗材E

防水形複層塗材E

防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

ｳﾚﾀﾝ塗装防水(X-2)

（改修後）階段断面詳細図　1/50

A－16

仕上分れ

既存のまま

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
　　 天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

既存のまま

既存のまま

下地調整の上
防水形複層塗材E

VPφ30 DP塗り 新設



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修前）１階～Ｒ階 平面詳細図　1/50 （改修後）１階～Ｒ階 平面詳細図　1/50

DN

1
,
6
8
0

3
2
06
4
0

1
,
6
8
0

3
2
06
4
0

擬木手摺 新設

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

階段手摺 下地処理の上 DP塗替

階段手摺 下地処理の上 DP塗替

階段手摺 下地処理の上 DP塗替

（ﾓﾙﾀﾙ下地共）
ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 新設

擬木手摺 新設擬木手摺 撤去

高圧水洗浄

磁器質150角ﾀｲﾙ 新設
ﾓﾙﾀﾙ下地の上

（ﾓﾙﾀﾙ下地共）
ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去
階段 高圧水洗浄

段鼻ﾀｲﾙ 新設

階段 高圧水洗浄

擬木手摺 新設擬木手摺 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

段鼻ﾀｲﾙ 撤去

擬木手摺 撤去

《凡例》　　　　：段鼻ﾀｲﾙ撤去範囲を示す

　　　　　　　　：高圧水洗浄、段鼻ﾀｲﾙ新設範囲を示す

高圧水洗浄

（改修前）地階～１階 平面詳細図　1/50 （改修後）地階～１階 平面詳細図　1/50

磁器質150角ﾀｲﾙ 新設
ﾓﾙﾀﾙ下地の上

　　 防水形複層塗材E
腰壁 下地調整の上

A－17

擬木手摺 新設

仕上分れ

仕上分れ

腰壁 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

R階笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

腰壁 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

R階笠木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

笠木 下地調整の上 防水形複層塗材E
     天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

床 高圧水洗浄

床 高圧水洗浄



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
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一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
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（改修前）地階 展開図
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擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

A－18

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去
吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去
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●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

1/50
（改修後）地階 展開図
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（改修後）地階 展開図　1/50

擬木手摺 新設

擬木手摺 新設

下地調整の上 DP塗替

柱巾木 高圧水洗浄

柱巾木 高圧水洗浄

巾木 高圧水洗浄 柱巾木 高圧水洗浄 高圧水洗浄 巾木 高圧水洗浄

巾木 高圧水洗浄

高圧水洗浄

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

A－19

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E
天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

下地調整の上 防水形複層塗材E
天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

高圧水洗浄
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（改修前）１階 展開図
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（改修前）１階 展開図　1/50
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擬木手摺 撤去

擬木手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

H=150 撤去
柱巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

H=150 撤去
柱巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

H=150 撤去
柱巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

A－20

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去

吹付ﾀｲﾙ 撤去
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TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

1/50
（改修後）１階 展開図

6,500 6,500 1,625

2
,
8
0
0

7 ,000 1,500 1,500 7,000

4,875 2,125

Ｄ面

X1 X2 X3

Y2 Y1Y1 Y2

1,625 6,500 6,500 2,000

X1X3 X2

2
,
8
0
0

Ｂ面

2
,
8
0
0

Ａ面

Ｃ面

2
,
8
0
0

（改修後）１階 展開図　1/50

6
5
0

6
5
0

擬木手摺 新設

擬木手摺 新設

軒裏 下地調整の上
　　 外装薄塗材E

下地調整の上 DP塗替

下地調整の上 DP塗替

H=150 新設

巾木 高圧水洗浄

巾木 高圧水洗浄

擬木手摺 新設

巾木 高圧水洗浄

H=150 新設

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

柱巾木 御影石貼

柱巾木 御影石貼

H=150 新設
柱巾木 御影石貼

H=150 新設
柱巾木 御影石貼

下地調整の上 防水形複層塗材E

下地調整の上 防水形複層塗材E

A－21

下地調整の上 防水形複層塗材E
天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ

下地調整の上 防水形複層塗材E
天端 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

1/50

Ｃ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｂ面

1
,
1
0
0

6,500 6,500 2,000

1
,
1
0
0

7,000

1,000 5,000 1,000

1
,
1
0
0

6,500 6,500 2,000

1
,
1
0
0

7,000

1,000 5,000 1,000

Ｒ階 展開図

Ｄ面

1
,
1
0
0

6,500 6,500

1,000 11,000 1,000

7,000

1,000 5,000 1,000

1
,
1
0
0

Ａ面

Ｄ面

1
,
1
0
0

6,500 6,500

1,000 11,000 1,000

7,000

1,000 5,000 1,000

1
,
1
0
0

Ａ面

X3 X2 X1 Y1 Y2

X3 X2 X1 Y1 Y2

X1 X2 X3 Y2 Y1

X1 X2 X3 Y2 Y1

擬木手摺 新設

1
,
1
0
0

2
0

1
,
1
0
0

2
0

1
,
1
0
0

2
0

1
,
1
0
0

2
0

擬木手摺 撤去
擬木手摺 撤去

（改修前）Ｒ階 展開図　1/50

（改修後）Ｒ階 展開図　1/50

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

下地調整の上 DP塗替

ｽﾁｰﾙ手摺 撤去

下地調整の上 DP塗替

高圧水洗浄

擬木手摺 新設下地調整の上

防水形複層塗材E

A－22

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2） ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）



0.2 1200

350

0.1

0.3

0.1

0.2

0.2

0.1

600

0.2 600

600

0.5

0.3 4150

700

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明1/100

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

記号

クラック補修リスト

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

27

28

29

30

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

記号

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜) ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜) 記号 ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜)

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

X3 通り 軸組図　1/100

Y1 Y2

7,000 1,500

550

t=160mm

X2 通り 軸組図　1/100

Y1 Y2

2,000 7,000 1,500

X1 通り 軸組図　1/100

Y1 Y2

2,000 7,000 1,500

3,000

≒
6
,
0
0
0

1
,
1
0
0

3
,
1
0
0

3
,
1
0
0

ﾊﾞｯﾄﾚｽ

X1 X2 X3

2,000 6,500 6,500 1,625

Y2 通り 軸組図　1/100

X1 X2 X3

1,6256,5006,5002,000

ﾊﾞｯﾄﾚｽ

Y1 通り 軸組図　1/100

≒
3
,
4
5
0

3
,
1
0
0

3
,
1
0
0

1
,
1
0
0

１

２

４

３

５ ６ ７ ８ ９ 10

11

12

13

14 15 16 17

18

19

22

23 24 25

26

27 28

29
30 31

33

37 38 39 41 42 43

44

45

46

50

51

52

53

54

55

56

57 58 59 60

61 62 63
64

66

67

68

Ａ

RF

1F

B1

RF

1F

B1

≒
6
,
0
0
0

3
,
1
0
0

3
,
1
0
0

1
,
1
0
0

(A)0.3
(B)0.2

0.1 700

0.1 700

0.1 700

0.1 700

0.1 700

0.1 700

0.3 600

(B)0.2
(A)0.2 700

700

(B)0.2
(A)0.2 700

700

(B)0.2
(A)0.2 700

700

(B)0.2
(A)0.2 700

700

450

0.2 600

0.4 5900

0.3 600

2700

0.3

0.3 500

0.3 400

(A)0.3 600
600

(A)0.3

500

0.3 300

0.2 450

700

0.2 600

0.5 5900

0.5 600

35

36 40

49

48

47

34

21

65

0.1

0.1

0.1

600

700
700

(A)0.1
(B)0.1
(A)0.1
(B)0.1

600
600
700
700

(A)0.1
(B)0.1

700
700

(A)0.1
(B)0.1

700
700

(A)0.1
(B)0.1

700
700

(A)0.1
(B)0.1

700
700

(A)0.1
(B)0.1

700
700

(A)0.1
(B)0.1
(A)0.1
(B)0.1

600
600

(A)0.1
(B)0.1

600
600

(A)0.1
(B)0.1

600
600

0.1 600

0.2 1200

0.1 3100

0.3 350

0.3 350

0.3 350

0.2 2800

0.2 500

700
700

(A)0.2
(B)0.3

700
700

(A)0.2
(B)0.3

0.2 300

0.2 500

700
700

(A)0.2
(B)0.1

0.2 300

0.1 600

0.2 600

0.1 500

0.2 450

0.2

※(A)表面 (B)裏面

69 70 71

72

73

75

76

77

78

79

80 81

82

84

85

86

87 88
89

90
91

92

83

700
700

(B)0.1

(B)0.1
600
600

600
600(B)0.1

(A)0.1

700

500

92

0.1 600

0.1 600

0.1 2100

0.1 600

0.1 600

(B)0.1
600
600

(A)0.3

0.1 600

6000.3

0.1 700

0.1 700

0.3 1900

0.3 600

0.2 600

600

600

0.1

0.1

0.5

0.2

0.2

0.2

2350

6400

1400

2350

0.2 450

0.1 700

0.1 700

0.1 700

400

74

32

20

クラック・爆裂補修リスト（１）

A－23

記号 爆裂部

爆裂補修リスト

Ａ 2500×450

Ｂ

Ｃ

Ｄ

150×1100

150×900

150×850

Ｂ

Ｃ

Ｄ

凡例

クラック

クラック裏面

※爆裂補修は露出鉄筋防錆処理の上ポリマーセメント塗りとする

※クラック補修はシール工法とする

爆裂



Y1

Y2

X1 X2 X3

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明1/100

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y1

Y2

X1 X2 X3

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

ウ オ カ キ ク

コ サ シ ス セ ソ タ チ

ツ テ ト ナ ニ

10
11

12

13 14
15 16

ケ

17 18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

282930

31
32

33

34

35

36

37

38

エ

３ ４

５

６７

２

１

ア イ

８

９

3,2503,2503,2503,2502,000

7
,
0
0
0

3
,
8
0
0

3
,
2
0
0

2
,
0
0
0

2,000 6,500 6,500

3,250 3,250 3,250 3,250

1
,
5
0
0 3
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6,5006,500

13,000

1
,
7
0
0

1,700

2,000

2
,
0
0
0

2,000 3,250 3,250 3,250 3,250 1,625

1
,
5
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
,
3
0
5

1
,
6
9
5

1,625

6,5006,500

2,000 13,000

1
,
5
0
0

4
,
8
7
5

2
,
1
2
5

2
,
0
0
0

１階　梁伏図　1/100

基礎伏図　1/100地下１階　梁伏図　1/100

X+方向

Y+方向 凡例

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

記号 ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜)

0.1 350

350

350

350

350

350

350

350

380

500

500

500

500

600

650

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

クラック補修リスト

タ

チ

ツ

テ

ト

350

350

350

350

350

350

350

ナ

ニ

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

記号 ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜)

１

２

３

４

５

６

７

８

９

11

12

10

13

14

15

記号 爆裂部

100×100

50×100

100×100

100×100

50×50

200×100

100×500

記号 爆裂部

200×200

700×400

50×500

100×300

50×100

300×500

440×1200

350×780

爆裂補修リスト

爆裂部記号

16

17

18

19

20

900×400

100×100

1000×500

100×300

200×200

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

50×300

200×200

50×300

200×500

200×200

200×200

200×200

200×200

200×400

200×600

31

32

33

34

35

36

37

38 200×500

200×500

200×500

200×500

200×500

200×500

50×200

50×1600

クラック

爆裂

ヌ

ネ

ノ

0.1

0.2

0.2

350

350

350

0.1

ヌ

ネ

ノ

クラック・爆裂補修リスト（２）

A－24

※爆裂補修は露出鉄筋防錆処理の上ポリマーセメント塗りとする

※クラック補修はシール工法とする



Ｒ階 展開図　1/50

Y1Y2

Y2Y1X1X2X3

Ａ面

1
,
1
0
0

1,0005,0001,000

7,000

1
,
1
0
0

Ｄ面

1,0005,0001,000

7,000

1
,
1
0
0

2,0006,5006,500

1
,
1
0
0

Ｂ面Ｃ面

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

1/50
クラック・爆裂補修リスト（４）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

記号 ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜)

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

クラック補修リスト

2,245

　700

　250

　120

　540

　400

2,110

ク

ケ

コ サ シ ス

ソ

タ

記号 ｸﾗｯｸ(㎜) 長さ(㎜)

サ

シ

ス

セ

ソ

タ

3,000

　450

　440

　560

　520

　460

　460

　380

　490

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

セ

ア

イ

ウ

エ
キカ

オ

X2 X3X1

2,000 6,500 6,500

チ ツ

テ

チ

ツ

テ

0.2

0.2

0.2

　480

　700

　550

0.2

0.2

0.2

A－25

１

２

記号 爆裂部

爆裂補修リスト

１

２

50×50

120×120

凡例

クラック

爆裂

※爆裂補修は露出鉄筋防錆処理の上ポリマーセメント塗りとする

※クラック補修はシール工法とする



（くぬ木仕上げ）

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

擬木手摺 参考図（１）
1/20　1/60

UP

ＰＣ擬木　９０゜柱

正面図

X1

Y1

ＰＣ擬木　９０゜柱

Ａ

Ａ正面図

地階・平面図

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

ＰＣ擬木　手摺りφ９０

１５００

１
５

０
０

２
０
０

１１２５ １１２５ １００１ １００１

６
５
０

１１２５

７
０
０

１５００２００

６
５
０

１１８０

１１８０

１１８０ ２２０

１２１６

７
０
０

擬木　階段部手摺り割付図
Ｓ＝１：６０

・擬木の接続部分はモルタル充テン同色仕上げとする。

（特記事項）

・擬木部材・金物類は、塩害対策仕様とする。

・擬木部材の表示寸法は標準寸法です。制作上、部材の

　収まり等により変更する事があります。

平面図

擬木　手摺り

立面図

断面図

５
０

１５００

６
５

０ ３
７

５

６
５

０

２
７

５
２

０
０

６
５

０

Ｓ＝１：２０

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

ＰＣ擬木　柱φ１００

ＰＣ擬木　手摺りφ９０

ＰＣ擬木　柱φ１００

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

笠木モルタル仕上げ

コア抜き部モルタル詰め

鋼管φ４２.７

ＰＣ擬木　手摺りφ１００ＰＣ擬木　柱φ１００

（くぬ木仕上げ）

A－26
Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事



●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

擬木手摺 参考図（２）
1/60

UP

DN

ＰＣ擬木　９０゜柱

ＰＣ擬木　９０゜柱

ＰＣ擬木　９０゜柱

Ａ

Ｂ

ＰＣ擬木　９０゜柱

ＰＣ擬木　手摺りφ９０

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

１１２５ １１２５ １０７４ １０７４

１
５
０

０

１
０
０

１０７４ １０７５ １０７５ １０７５

１５００ １０００ １５０

７
０

０

１６０５

１
６

０
５

１５００１０００１００

６
５

０

ＰＣ擬木　９０゜柱ＰＣ擬木　手摺りφ９０

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

６
５
０

１１２５

７
０

０

１２６３

１２６３

１２６３

７
０

０

１５００ １００

６
５

０

１０７５ １０７５ １０７５

ＰＣ擬木　９０゜柱

９００ ９００

８
５

０
９
０

０
９

０
０

８
５
０

８５０８５０

擬木　階段部手摺り割付図
（くぬ木仕上げ）　Ｓ＝１：６０

Ｂ正面図

Ａ正面図

正面図

１階・Ｒ階平面図
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●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

擬木手摺 参考図（３）
1/60

X1

Y2

X3

ＰＣ擬木　９０゜柱

地階・平面図

正面図

擬木　手摺り割付図

ＰＣ擬木１５０゜柱

Y2

ＰＣ擬木１５０゜柱

１階・平面図

Y2

ＰＣ擬木　９０゜柱

Y2

ＰＣ擬木　９０゜柱
Ａ正面図

正面図

Ａ

ＰＣ擬木　９０゜柱

ＰＣ擬木　手摺りφ９０

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

ＰＣ擬木　手摺りφ９０

ＰＣ擬木　手摺りφ１００

１００

２９５

８＠１５００＝１２０００ ８００

１
０

０
０

１
０
０

５
０
０

１５００

７
０

０

１００ ８＠１５００＝１２０００ ８００

９０°

７
０

０

１０００ １００

５００

８＠１５００＝１２０００９３５

６
７
５

１
２

０
０

３
＠

１
５

０
０

＝
４

５
０

０

１３００

１００

９０°
９０°

１５０°

６
５

０

１００ ９３５

６
５

０

６
５

０

８＠１５００＝１２０００

１
５

０
０

７
０
０

３＠１５００＝４５００ １２００ ６７５

７
０
０

１３００ １００

６
５

０

２９５

１５００

（くぬ木仕上げ） Ｓ＝１：６０

１００ １３６５

１３６０

１３６０１３６５
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        コンクリートの場合は、特記による。

２．鉄筋の表示 ４．鉄筋の末端部

３．鉄筋の最小かぶり厚さ及び間隔

１．鉄筋の材料

５．設備関係

３．地盤

２．使用建築材料表・使用構造材料一覧表

Ⅱ．配筋基準図

 規格番号

ボーリング調査

水平地盤反力係数の測定

試験堀 (支持層の確定)

資料有り調査計画 資料有り調査計画 資料有り調査計画

静的貫入試験

土質試験

平板載荷試験

現場透水試験

標準貫入試験

物理探査

液状化判定

ＰＳ検層ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

種　 類 径 使用箇所 継手工法

異形鉄筋

( JIS G 3112 )

高強度せん断補強筋

丸　　鋼 (JIS G 3112)

溶接金網 (JIS G 3551)

□ SD295 A

□ SD295 B

□ SD345

□ SD390

□

□ 材種

□ 大臣認定番号 MSRB-

□ SR235

□

□ 重ね継手

□ ガス圧接継手

□ 溶接継手

□ 機械式継手

適 用 箇 所

■普通

■普通

■普通捨てコンクリート

土間コンクリート

基礎・基礎梁

種　 類
品質基準強度 スランプ

種　 類
Fc=N/mm2 Fq=N/mm2 cm

柱・梁・床・壁 □普通 □軽量

□普通 □軽量

□普通 □軽量

杭径(mm) 設計支持力(kN) 杭の先端の深さ(m) 本　数 特 記 事 項

杭　　種 材　　料 施　工　法 備　　考

□RC □PRC

□PHC

□鋼管

□SC杭

□H鋼

□摩擦杭

□

□場所打ち

　コンクリート杭

PRC(□Ⅰ種 □Ⅱ種 □Ⅲ種)

鋼材　□SS400 □SKK400

　　　□JIS

□埋込み(セメントミルク工法)

□打ち込み

□オールケーシング　□拡底杭

□リバースサーキュレーション

□アースドリル　□ミニアース

□ＢＨ □深礎 □手掴

□機械堀

□

□

評定第 号

年　　　月　　　日

評定

年　　　月　　　日

第　　　　　　　号

N/mm2

N/mm2

kg/m3

kg/m3

cm以下スランプ

セメント量

単位水量

鉄　筋　主筋　　SD

　　　　HOOP　　SD

コンクリートFc

　　　　　　Fq

PHC(□ A種 □ B種 □ C種)

表１　鉄　筋

鉄筋径 異形鉄筋 D16 D19 D22 D25 D29 D32D10

表 示 記 号

表示方法 備　　考 例

n-Dd 3-D16n=本数 D=異形鉄筋 d=公称直径

Dd-L@ D=異形鉄筋 d=公称直径 L=距離 @=間隔 D10-200@

異
 
形

規　格　名　称 種　類　の　記　号

鉄筋コンクリート用棒鋼
SR295SR235

SD390SD345SD295BSD295A

　□　法第20条第二号 (□　RC造高さ20m超　□　S造4階建以上　□　木造高さ13m超

　　とができる。

　　らずJASS(2009)、鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説及びRC基準2010とするこ

　　XY両方向共ルート　3　及び限界耐力計算の場合は、政令73条の仕様規定によ

　　建築基準法施行令36条及び73条による仕様規定に準ずる事。

(8) 鉄筋の継手及び定義

(7) 構造計算ルート　　　X方向ルート　　－（　）　Y方向ルート　　－（　）

(6) 増築計画　　　　□有（　　　　　　　　）□無

(5) 主要用途

　　　　地下　　　　階　　　　地上　　　　階　　　　塔屋　　　　階

(4) 階数

　　　参照して確認すること。

　注(3)構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物については解説書等を

　　　　　　　　　　  □　その他)

　□　法第20条第一号 (高さ60m超)

(3) 構造設計一級建築士の関与　　□必要　　　□必要としない

　□有　　（　□敷地内　　□近隣　）　　　□無　　（　調査計画　□有　　□無　）

(2) 鉄筋

　□単位水量は185kg/m3以下、単位セメント量は270kg/m3以上とする。

(1) コンクリート（ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ  JIS Q 1001, JIS Q 1011, JIA A 5308 ）

(1) 建築場所

(2) 工事種別　　　　□新築　　　□増築　　　□増改築　　　□改築

　管径の3倍以上かつ5cm以上を原則とする。

・床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの 1/3 以下とし管の間隔を

・特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。

・エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。

　であること。

・設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全

　適切に支持されていること。

・設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。また、地震力等に対して

　造とすること。

・煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート

　風圧・地震力等に対して構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。

・建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、

　講ずること。

・建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を

杭仕様　　□施工計画書承認　　□杭施工結果報告書

(3) 杭基礎　　支持層-

　　　　を参考とする。

　注）「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針；日本建築センター2002」

　深さ　GL-　　m、長期許容支持力度　 　kN/m2

(2) 地盤改良　　□浅層混合処理工法　　□深層混合処理工法布基礎

　深さ　GL-　　m、支持層-　 　、長期許容支持力度　 　kN/m2

試験杭　（ □有　□無 ）　　（ □打ち込み　□載荷　□孔壁測定 ）　　　　　本

載荷試験　□有　□無　

載荷試験　□有　□無　

試験堀　□有　□無　

　　(4) 杭基礎のベース筋。

　　(5) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋。

　　鉄骨とのあきは (d) による。

鉄筋の末端部には、次の場合にフックをつける。

　　(1) 柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合

　　    (図４．１の●印で示す鉄筋)

　　    の●印で示す鉄筋)。ただし、基礎梁を除く。

　　(2) 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合(図４．１(b)

鉄線の径は特記による。

溶接記号は JIS G3551（溶接金網及び鉄筋格子）により、網目の形状、寸法及び

図４．１

表４　鉄筋の折曲げ

Ａ．特記の表示記号

Ｂ．鉄筋の表示方法

Ⅰ．構造設計概要

１．建築物の構造内容

４．地業工事

規 格 番 号

鉄筋は表１ により、種類の記号は特記による。

JIS G3112

D13

(1) 地盤調査資料と調査計画

梁

(a)

柱

(b)

帯筋

柱

かぶり厚さ

あばら筋
梁

かぶり厚さ

基礎

かぶり厚さ

かぶり厚さ

かぶり厚さ

捨コンクリート

Dあき

間隔

D

Dは、鉄筋の最大外径

        ものとし、仕上塗材、吹付け又は塗装等の鉄筋の耐久上

        有効でない仕上げのものを除く。

     3. スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分の

        かぶり厚さには、捨コンクリートの厚さを含まない。

     4. 杭基礎の場合のかぶり厚さは、杭天端からとする。

     5. 塩害を受けるおそれのある部分等、耐久性上不利な箇所は、特記による。

(b) 柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶりの厚さは、最小かぶり厚さに

    10mmを加えた数値を標準とする。

(c) 鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

     2. 「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのある

(注) 1. 片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを

        用いる場合には、余長は4d以上とする。

     2. 90°未満の折曲げの内法直径は特記による。

　　ただし、特殊な鉄筋継手の場合のあきは、特記による。

　　(1) 粗骨材の最大寸法の1.25倍

　　(2) 25mm

　　(3) 隣り合う鉄筋の平均径の1.5倍

(e) 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する

(f) 貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、(c) による。

(1) 直接基礎　　□ベタ基礎　　　□布基礎　　　□独立基礎

　注）上記表中の資料が有るものに○を記入する。

　　(3) 煙突の鉄筋(壁の一部となる場合を含む)。

(d) 鉄筋相互のあきは、下記のうち最大のもの以上とする。

・建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。

設計基準強度

3d以上 4d以上 5d以上

　180°

　135°

　90°

D16以下 D19～D38 D19～D38

SD295A, SD295B, SD345
角度

折曲げ

及び

　90°

　135°

SD390

折曲げ内法直径(D)

折　曲　げ　図　

D
d

4d以上

D
d

6d
以
上

d

D

8
d
以
上

4d
以
上DdD

d

4
d
以
上

屋　内

屋　外

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

梁

柱

耐力壁

煙突等高熱を受ける部分

基礎, 擁壁, 耐圧スラブ

柱, 梁, スラブ, 壁

擁壁, 耐圧スラブ

土に接す

る部分

土に接し

ない部分

仕上げあり

仕上げなし

スラブ, 耐力

壁以外の壁

構 造 部 分 の 種 別

30

30

30

30

40

40

40

60*

60

20

*

最小かぶり厚さ(mm)

表３  かぶり厚さ

　鉄筋コンクリート構造配筋基準図　６－１

(幅止め筋)

(注) 1. ＊印のかぶり厚さは、普通コンクリートに適用し、軽量

　　を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保するように最小かぶり厚さ

　　を定める。

(a) 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは特記による。ただし、柱及び梁の主筋にD29以上

６．その他

・本構造配筋基準図は、設計者の責任において使用すること。

・必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

・各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。

・諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

・給湯設備は、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。

●工事名 ●図面番号Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門 株式会社 橘 建 築 事 務 所
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ標準図(1)
NON

SH－01



柱

梁

1
0
0

1
0
0

D

W
W/D/≦1/6の場合

梁 D

L2

L1

柱
W

150

W/D/＞1/6かつW≦150の場合

L2h

* (a), (b) の長さを全長で確保するフックなし

梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

L1 又は L2

*

L

L

（ロ）折り曲げ定着

小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ

▽ 定着起点

余
長

余
長

La（ただし、柱せいの

3/4倍以上）
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0
0
以

上
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つ
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0
0
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下

≦
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h
0
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８．帯筋

７．柱

５．鉄筋の継手

６．鉄筋の定着

 　  の確認を行うものとする。

(c) 鉄筋の重ね継手は、次による。

(b) 鉄筋の継手位置は、特記による。

　　(2) (1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは、表５．１による。

　　(1) 主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。特記がなければ、

　　　　大きい値とする。

　　　　40d（軽量コンクリートの場合は50d）と表５．１の重ね継手長さのうち

　　　　なお、先組工法等で、柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、

　　　　特記による。

　　(3) 隣り合う継手の位置は、表５．２による。ただし、壁の場合及びスラブ筋

　　　　でD16以下の場合は除く。

(b) (a) 以外の鉄筋の定着の長さは、表６．１による。

　　の定着長さのうち大きい値とする。

　　特記がなければ、40d（軽量コンクリートの場合は50d）表６．１

 　  重ね継手長さは、L1とし、定着及び余長は、図７．１による。

 (2) ただし、柱頭定着長さL2が確保できない場合は、構造計算等により必要長さ

 (3) 柱頭柱主筋について、梁上端主筋との取合いを考慮し、適切なかぶり厚さを

Ｂ.　中間階の配筋（上、下階で柱幅が異なる場合）

(a) 柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着の長さは、特記による。

図７．１
図６．１　定着の方法

表５．２　隣合う継手の位置

図５．１　フックありの場合の重ね継手の長さ

表６．２　投影定着長さ

表５．１　鉄筋の重ね継手の長さ

　鉄筋コンクリート構造配筋基準図　６－２

定着

　　 帯筋組立ての形は、下図とし、適用は特記による。ただし、特記がなければ

　　 下記による。

 (2) フック及び継手の位置は、交互とする。

 (3) 溶接する場合の溶接長さLは両面フレア溶接の場合は5d以上、片面フレア溶接

　　 の場合は10d以上とする。

 (4) SP形において、柱頭及び柱筋の端部は、1.5巻以上の添巻きを行う。

②　W-I形

③　SP形（スパイラル筋）

④　丸形

⑤　認定溶接形

 (1) H形を標準とする。

①　H形

　　フックあり定着の長さを確保できない場合は、全長を表６．１に示す直線

　　定着の長さとし、かつ、余長を 8d、仕口面から鉄筋外面までの投影定着

　　長さを表６．２に示す長さ（かつ、梁主筋の柱内定着においては、原則と

　　して、柱せいの 3/4 倍以上）をのみ込ませる。

(a) 鉄筋の継手は重ね継手、ガス圧接継手又は特殊な鉄筋継手とし、適用は特記による。

(c) 定着の方法は、図６．１による。

 (5) H形の135°曲げのフックが困難な場合は、W-I形とする。
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L1h
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a ＝ 0.5 L1h
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a ≧ 0.5 L1h

L1
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フックありの場合

フックなしの場合

圧接継手の場合

機械式継手の場合

重
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手

 (1) 継手及び圧接中心位置は、梁上端から500mm以上1,500mm以下かつ3/4h0(h0は

 　  柱の内法高さ)以下とする。

 　  確保する。

　　なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。

　　なお、仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さ L が、表６．１の

継手

Ａ.  継手及び定着

Ａ.  形状

         2. L2、L2h：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着長さ及びフック

                     あり定着の長さ

         4. L3h：小梁の下端筋のフックあり定着の長さ

         5. フックあり定着の場合は、図６．１に示すようにフック部分　を含まない。

            また中間部での折り曲げは行わない。

         6. 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

(イ) (ロ)

d

≧6d

(ロ) (ハ)

≧8d
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L

(ロ)

L
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(イ)
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(ロ)

(ロ)

(イ)

(イ)

≧6d

≧
6d

≧6d

d

≧40d

図８．１

図７．２

    (注) 1. La：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

                （基礎梁、片持ち梁及びスラブを含む。）

    　　 2. Lb：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ

                （片持ち小梁及び片持ちスラブを除く。）

    　　 3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

    (注) 1. 柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合

    　　　　には、フックを付ける。

    　　 2. 隣り合う継手の位置は、表５．２による。

    　　 3. 継手、定着は、すべての階に適用できる。

        　　　 (注) 溶接は、鉄筋の組立て前に行う

    (注) 1. L1、L1h：重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ

    　　 2. フックありの場合のL1hは、図５．１に示すようにフック部分　を含まない。

    　　 3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

表６．１　鉄筋の定着の長さ
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    (注) 1. L1、L1h：(b) 以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

         3. L3 ：小梁及びスラブの下端筋の直線定着長さ。ただし、基礎耐圧スラブ

                 及びこれを受ける小梁は除く。
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●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事

1/20
補強詳細図

X3

（W20）

(FG:300x1,200)

550

Y2

(FG:300x1,200)

(FB:300x1,200)

(FG:300x1,200)

袖壁:t=160mm 撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

鉄筋：D22=SD345,D10=SD295A

(FB:300x1,200)

（
W
2
0
）

（ ﾊﾟﾈﾙｿﾞｰﾝ）

ﾒｱﾗｼ

（
W
2
0
）

補助筋:D13

補助筋:D13

(F2) (F2)

4
,
1
5
0

1
,
2
0
0

7
0
0

1
,
2
0
0

2
,
2
5
0

6
0
0

4
,
1
5
0

BC 600x600 → 860x860

HOOP筋加工図

100

貫通孔→ﾓﾙﾀﾙ詰

HOOP筋加工図

600130 130

860 860

130 130600

主筋：D22 主筋：D22

B
C
 
6
0
0
x
6
0
0
 
→

 
8
6
0
x
8
6
0

B
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6
0
0
x
6
0
0
 
→

 
8
6
0
x
8
6
0

ｸﾞﾗｳﾄ:Fc=30N/mm2

※

ﾒｱﾗｼ
※

2～5mm程度の深さの凹面を、合計が打継ぎ面の15～30％程度の面積と

なるよう均等に付けるものとし、過度にコンクリート面を荒らさない

ように留意する。

※既存部分の処理（目荒し）

補助筋:D13

50 20

鉄筋溶接長さ（ﾌﾚｱ溶接詳細図　1/5）

HOOP：D13@100

130

1
3
0

20130

HOOP：D13@100

HOOP：D13@100

130

主筋：14-D22

SH－07



電気工事仕様書

種　　　　目 工　　事　　概　　要

I. 工事種目

II. 共通仕様

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工

とする.

III. 特記仕様1(一般共通事項)

1.　本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む.

　　官公署その他への届出手続等は(標仕 <1>1.1.3)により行う. なお, (監理指針 <1>1.1.3)を参考とする.

2.　工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種

　　別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 

　　監督員の承諾を受ける. (標仕 <1>1.2.2, <1>1.2.3) 

    品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は,

　　品質計画にしたがって適切な処理を施す. 

  　また, その原因を検討し, 再発防止のための必要な処置をとる. (標仕 <1>1.3.4, 監理指針 <1>1.3.4)

    使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図，試験成績書を含む) を監督員に

　　提出する.  (JISマーク等表示品を除く) (標仕 <1> 1.4.2)

　　上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.

3.　設計図書に疑義が生じたり, 現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたとき

　　は, 「疑義に対する協議等」(標仕 <1>1.1.8)による.

4.  本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する.

5.  本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した

　　者を選定すること.

6.  機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない.

7. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴明けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 <1>2.11.3)

　　梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する.

8. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する.

9. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 <1>1.3.9)により行う.

IV. 特記仕様2(特記事項)

1.  最上階の天井配管は, 原則二重天井内のいんぺい施工とし, 屋上スラブへの埋め込みは行わない. (最上階が二重天井の場

　　合に限る.)

2.  長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する.(標仕 <2>2.2.9, <2>2.12.4)

3.  フラッシュプレートの材質は新金属製とする.

4.  カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う. なお, 屋外部分の表示はエッチングプレート等の耐

　　候性を有するものとする.

5.  盤内, 幹線プルボックス内, ケーブルラック上の要所, マンホール・ハンドホール内, その他の要所には合成樹脂製, ファ

　　イバ製等の表示札等を取付け, 回路の種別, 行先等を表示する. (標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5) 

　　なお, 屋外において直接外気に触れる場所(盤内, プルボックス内を除く. )及びマンホール・ハンドホール内の表示札等は

　　エッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

    (1) PCBを含む機器は，調書を添えて引き渡しとする.

8.  分電盤, 制御盤, 端子盤などの2次側以降の配線で, 配線経路, 電線太さ, 電線本数, 管径などは監督員との協議により図

　　面表示と多少相違させてよい.

9.  分電盤からの予備配管として, 分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる.

10. EＤ接地極の材料はEBとしD=10, L=1,500とする.  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除い

　　て接地極埋設標を設ける.

11．PF管は波付一重管, タイプ-25とする.

12. 屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする.

    示を行う.

15. 地中管路の埋設深さは車両道路は 0.6m以上, それ以外は 0.3m以上とし, 高圧地中配線以外も埋設標識シートにより埋設標

　　屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない.

 　 (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. 

　　屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m２のものを使用し, 塗装不要とする.

　　　  用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 

    亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする.

    ( ・ 一般居室，廊下等　　・              　　　　　                         )

14. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う.

13. あと施工アンカーボルトの選定については, 次による. 

　　(1) 機器類の固定には, 金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し, 次の機器については, 施工後確認試験を

　　(2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付

　      行う. ( ・ 受変電設備　　・自家発電装置　　・太陽光発電設備（蓄電池を含む）　　・配電盤 　        　　   ) 

6.  屋外の金属製防水形プルボックスは,  ( ステンレス製 ・ 鋼板製 )とし，( メラミン焼付塗装 ・ 溶融亜鉛めっき製 

　　・ 塗装を行わない )とする.

10. 耐震施工

　　「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 施工は「建築設

　　備耐震設計・施工指針(2005年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)」による.

　　(1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする.

　　(2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, 地域係数及び設計用標

　　　　準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による.

　設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設

一般機器重要機器一般機器重要機器機器種別設置場所

上層階, 　　
屋上及び塔屋

中層階

1階及び地下階

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

　　　　　(注) 上層階の定義は次のとおりとする.

　　　　　　　 2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　　重要機器　( ・ 配電盤　・ 自家発電装置　・ 交換機　・ 直流電源装置　・ UPS　・ 火災報知受信機　

　　　　　　　　　　　・ 中央監視制御装置　・ 構内情報通信網装置　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　(3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする.

　　(4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する方法で確実に

　　　　取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい.

11. 各種荷重計算

    対象機材　( ・ 避雷針支持管　・ テレビアンテナマスト　・ 風力発電装置　・ 太陽電池アレイ　・ 　　　　　　　　)

12. 強度計算

    対象機材　( ・ ブロックマンホール及びハンドホール　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材

　　　　　　　　・ 垂直ケーブルの最終端支持材　・ 照明用ポール　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

13. コンクリート工事

　　受変電盤基礎　( ・ 強度試験 ( ・ 公共試験機関　・ JIS工場 ) 　・ 構造体強度補正値(S)による補正　・ 調合表提出

　　　　　　 　　　 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 )

　　(2) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係

　　　　法令に基づき，作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法により処理する

　　　　こと.

　　製造者において試験方法を定めている項目については, 試験要領書を提出する.

機　材　名　・　注　記品　　　　目

防爆及び防災用照明器具を除く.蛍光灯器具

　　(3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. 

　　(2) 法令等で定めがある場合は, その許可, 認可, 認定又は免許を取得していること. 

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. 

　　品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける.

2.　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する

　　ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける.

1.  本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の

    出する.

　　抗を測定する.

V. 機材等

17. 改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は, 工事着手前及び工事完了後に既設配線の絶縁抵

18. 分電盤等において, 外部から分岐回路の接地線を接続する端子又は銅帯は, 分岐回路の配線用遮断器等の負荷側近くに設け

19. 太さ14mm２以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は, 増締確認の表示を行う. (標仕 <2>2.1.2)

20. ケーブルを集合して束ねる場合は, 許容電流について必要な補正を行い, 配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる. (標

21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う．

22. 通信・情報設備の弱電流電線は絶縁抵抗測定を行う. (標仕 <6>2.28.2)

23. 自家用電気工作物の保安規程に基づき, 電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し, 成績書を提

16. 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は, 地上立ち上がり部で耐候性のある管材に接続すること. 

れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「電気設備工事監理指針(令和元年版)」を参考

事編)(平成31年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)」)及び「公共

建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は機械設備工事を含む場合は, それぞ

7.  スリーブ材料及び施工は, 標仕 <1>2.9.1, 標準図 電力71～74, 監理指針 <1>2.9.1, <2>2.1.12 による.

　　る.(標仕 <2>1.7.4) なお, 単線接地線の接続にはセルフアップねじ等電線じか接続可能な端子とすることが望ましい.

　　仕 <2>2.10.4.5)

　　※強度試験の立会いについて, 試験を第３者機関で行う場合は, 現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は, 

　　　立ち会い者を定め監督員の承認を受け，行うものとする. 

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番 9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

E－01

－
電気工事仕様書

電灯設備

撤去工事

照明器具のＬＥＤ化に伴い、照明器具及び配線の改修を行う。

照明器具のＬＥＤ化に伴い、既設照明器具及び配線の撤去を行う。

　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門



工事建物

売店

売店

ＷＣ

配置図（改修後）　　１／２００

●工事名 ●図面番号 株式会社 橘 建 築 事 務 所
徳島県県土整備部営繕課 一級建築士事務所登録　徳島県知事　第61015号　

〒770-0868　徳島市福島2丁目5番 9号●図面名 ●縮尺
TEL 088-625-7878　FAX 088-625-7885

一級建築士登録　第333705号　森脇康明

E－02　　　　　お茶園休憩所耐震改修他工事
Ｒ３営繕　鳴門公園　鳴・鳴門
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配置図（改修前・後）
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配置図（改修前）　　１／２００
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２，０００

６，５００

６，５００

１，６２５

Ｘ１

Ｘ２

Ｘ３

Ｅ－０３　１階電灯設備図（改修後）参照

Ｅ－０３　１階電灯設備図（改修前）参照
ＣＶ８　－２Ｃ

（既設ＶＥ２８）

撤去

は残置とする

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ

（既設ＶＥ２８）に入線替え

新設

◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設撤去処分を示す。 ・実線部分は新設又は改修を示す。

◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・実線部分は新設又は改修を示す。

◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

既設引込柱

既設引込柱

既設ハンドホール

既設ハンドホール

既設ハンドホール

既設ハンドホール

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ

（既設ＶＥ２８）に入線替え

新設

ＣＶ８　－２Ｃ

（既設ＶＥ２８）

撤去

は残置とする

改　修　前

改　修　後
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１階電灯設備図（改修前・後）
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１階　電灯設備図（改修前）　１／１００
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１階　電灯設備図（改修後）　１／１００

Ｗｈ

３０／２０ＡＴ

ＥＬＣＢ２Ｐ

ＴＭ

１００Ｖ ８００ＶＡ

Ｅ３

停電補償付　撤去
２４Ｈタイマー

スペース
Ｗｈｍ

（ＰＥ１６）

Ｅ５．５

１φ２Ｗ１００Ｖ

Ｈ．Ｈ６００×６００×９００

Ｅ３ コンクリート根切×２

１０００×１７０×１４０

自在バンド

引留碍子

水切コネクタ

ＣＶ８　－２Ｃ

引込盤

コンクリート柱

長さ６ｍ柱重１２０ｋｇ以上

ＨＣ６００φ

１０００×１７０×１４０

ＷＣ送り

Ｗｈ

ＴＭ

３０／２０ＡＴ

ＥＬＣＢ２Ｐ

停電補償付　新設
２４Ｈタイマー

スペース
Ｗｈｍ

１φ２Ｗ１００Ｖ

既設ＷＣ送り

３０／２０ＡＴ

ＥＬＣＢ２Ｐ

既設ケーブル再使用

ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ

改　修　前

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート

Ａ

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０＜公共施設型番＞

参考寸法：１，１２０×１０９×１００Ｈ

光　　束：２，０００ｌｍ以上　　昼白色

消費電力：２０Ｗ以下

天井直付型・壁直付型

直付型（防湿・防雨型）

　　　　　（Ｈｆ３２形定格出力×１灯器具相当）

Ｈ．Ｈ６００×６００×９００

Ｅ３ コンクリート根切×２

１０００×１７０×１４０

自在バンド

引留碍子

水切コネクタ

引込盤

コンクリート柱

長さ６ｍ柱重１２０ｋｇ以上

ＨＣ６００φ

１０００×１７０×１４０

照明器具新設リスト

１　階 数

４直付型（防湿・防雨型）Ａ

数

照明器具撤去処分リスト

１　階

直付型（防湿型）

Ｆ４０Ｗ×１
４

◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　印は既設撤去処分を示す。 ・実線部分は新設又は改修を示す。

◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

Ｅ５．５　（ＰＥ１６）

残置とする

ＩＶ１．６×２

（既設ＣＰ１９）

ＣＶ８　－２Ｃ 撤去

（既設ＰＥ２８）残置とする

Ｅ３

Ｅ５．５

（ＰＥ１６）

新設 新設撤去

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ

（既設ＰＥ２８）に入線替え

新設

撤去

残置とする

撤去ＣＶ８　－２Ｃ

（既設ＶＥ２８）

既設引込柱周り参考図（改修後）

照明器具参考姿図

既設引込柱周り参考図（改修前）

ＥＭ－ＩＥ１．６×３

（既設ＣＰ１９）に入線替え

新設

既設ハンドホール 既設ハンドホール

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ

（既設ＶＥ２８）に入線替え

新設

改　修　後

ＣＶ８　－２Ｃ

（既設ＰＥ２８）残置とする

撤去 ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ

（既設ＰＥ２８）に入線替え

新設

既設

既設

既設
既設

既設

既設
既設

既設既設既設既設

既設

既設

既設
既設

既設

既設

既設

既設引込 既設引込

ＣＶ８　－２Ｃ
既設

Ｅ５．５　（ＰＥ１６）
既設

メラミン焼付塗装

Ｐ．ＢＯＸ

既設引込盤結線図（改修前） 既設引込盤結線図（改修後）

ベンチ


